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玉情審諮２７第３－１０号 

平成２９年１月５日 

 

 玉名市長 髙嵜 哲哉 様 

 

玉名市情報公開審査会 

会長 野﨑 和義  

 

   公文書の不開示決定に関する異議申立てについて（答申） 

 

 平成２７年６月５日付け玉市管第４３－１号情報公開審査諮問書にて諮問された

ことについて、次のとおり答申する。 

 

１ 審査会の結論 

 玉名市長（以下「実施機関」という。）が平成２７年４月２７日付け玉市管第１

３－１号で行った不開示決定は、妥当である。 

 

２ 異議申立人の主張の要旨 

 ⑴ 異議申立ての趣旨 

 本件異議申立ての趣旨は、異議申立てに係る処分を取り消し、対象文書の全

部を開示するよう求めるものである。 

 ⑵ 異議申立ての理由 

 異議申立人は保管中の文書の中に開示されていない文書があると認められる

とし、異議申立書、意見書、口頭意見陳述及び上申書で理由を述べるが、その

主張している異議申立ての主たる理由は、次のように要約される。 

ア 開示されていないと考えられる公文書 

(ｱ)  平成２５年８月１４日付け、玉市管第８３－２号の公文書開示決定通

知書に基づいて同月２０日に開示された受付番号欄を「２４－２」とされ

た公文書開示請求処理票 

(ｲ)  平成２５年８月１４日付け、玉市管第８４－２号の公文書開示決定通

知書に基づいて同月２０日に開示された受付番号欄を「２４－２」とされ

た公文書開示請求処理票 

 

イ 不適正に作成された公文書開示請求処理票が存在する根拠（上記アの文書

が存在すると考えられる根拠） 
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  これまで情報公開請求及び情報提供により交付を受けた文書のうち、これ

まで総務課、管財課及び建設管理課から異議申立人に開示された処理票（所

管課送付日を平成２５年２月１５日としたもの）は作為的に事実でない内容

を記録したものであり、この文書が「不適正に作成された文書」として開示

されていない。 

 

ウ 本件異議申立てに係る公文書開示請求（以下「本件請求」という。）の対象

から除外した公文書 

 本件請求で「（開示に関する不服申し立てに関する内容は除く。）」として異

議申立人が本件請求の対象から除外した公文書は、これまで不服申立ての対

象となった公文書である。 

 

３ 実施機関の説明の要旨 

  実施機関からの意見書の要旨は、本件異議申立ての棄却を求めるもので、その

理由は、次のとおりである。 

 異議申立人が開示されていないと主張する公文書は、平成２５年２月１５日付

けで同人から提出された公文書開示請求書に基づく公文書開示請求処理票（以下

「本件処理票」という。）を指していることは明白である。 

 本件異議申立てに係る不開示決定通知書の基となる平成２７年４月１３日付け

公文書開示請求書では、「開示請求する公文書の件名又は内容」の欄に、同日時点

までに異議申立人が提出した異議申立書に関する内容は除く旨、「（開示に関する

不服申し立てに関する内容は除く。）」との文言が付記してある。 

 それら開示に関する不服申立てのうち、平成２５年９月９日に提出された異議

申立書で、本件処理票自体が対象となっているため、当該付記の内容に該当する

との認識で対象外と判断し、不開示としたものである。 

 

４ 審査会の判断 

⑴  申立人は、意見書、口頭意見陳述、上申書を通じて実施機関における情報公

開の事務処理手続に不適正さがあるとし、一貫して論難している。 

本来、実施機関としてはその事務処理手続の適否等につき、疑義を差し挟ま

れないよう適正な事務処理に努めなければならないことは当然のことであり、

その意味では、申立人が疑義を指摘するその心情には汲むべきものもみられる

が、そこに指摘されている事務処理手続の適否等に関する事項は、本来、実施

機関に対して要請すべき問題であるから、当審査会の判断にはなじまないもの

である。 

そこで、当審査会としては事務処理手続の適否等の判断は控えるものとし、
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開示の請求があった文書について、開示の当否それ自体を以下に検討する。 

 

⑵ 本件請求の対象となる公文書にこれまで不服申立ての対象となった公文書が

含まれないことは、異議申立人の公文書開示請求書及び口頭による意見陳述に

より明らかであるところ、異議申立人が開示されていない旨主張する本件処理

票は、異議申立人による平成２５年９月９日付け異議申立てにおいて当該本件

処理票自体の開示・不開示について争われており、不服申立ての対象となった

公文書に該当する。 

それ故、本件処理票は、異議申立人が本件請求の対象から除外した公文書に

該当し、本件請求の対象となる公文書に含まれないと解するのが相当である。 

また、その他に、異議申立人の主張に未開示の文書があることを裏付けるも

のはない。 

以上のことから、本件請求に対する未開示文書は存在せず、実施機関が平成

２７年４月２７日付け玉市管第１３－１号で行った不開示決定は、妥当である。 

 

 

玉名市情報公開審査会 

 会長 野﨑 和義 

 委員 坂本 秀道 

 委員 木村 總子 

 委員 田中 智恵美 


